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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面に設置される収納ラックシステムに用いる収納ラック振動絶縁装置において、
　前記収納ラックシステムに接続可能な第１の据え付けプレートと、
　前記床面に接続可能な第２の据え付けプレートと、
　前記第１の据え付けプレートと前記第２の据え付けプレートとの間に延在して、前記第
１および第２の据え付けプレートに動作可能に取り付けられたエラストマー部品であって
、
　震動発生時に、前記エラストマー部品がせん断方向に置かれる場合、前記第１および第
２の据え付けプレートは、前記エラストマー部品に取り付けられたままの状態で、実質的
に互いに平行に移動可能であり、
　前記エラストマー部品は、少なくとも１つのエラストマー部材を備え、前記少なくとも
１つのエラストマー部材は、震動発生時に前記収納ラックシステムに加えられる地盤移動
のエネルギーを吸収して散逸させることのできる材料であって、前記収納ラックシステム
の固有振動数を少なくとも１つの水平方向において低下させるために、前記収納ラックシ
ステムを前記床面に対して差し支えない範囲で移動させることを可能にする材料からなる
、エラストマー部品と、
　前記エラストマー部品の運動を実質的に前記１つの水平方向に制限する構造と、
を備える収納ラック振動絶縁装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の収納ラック振動絶縁装置において、前記エラストマー部品の運動を実
質的に１つの水平方向に制限する前記構造は、別の水平方向における運動量をわずかに可
能とする収納ラック振動絶縁装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の収納ラック振動絶縁装置において、前記エラストマー部品の垂直方向
の運動を制限する構造を備える収納ラック振動絶縁装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の収納ラック振動絶縁装置において、前記垂直方向の運動量をわずかに
可能とするように、前記エラストマー部品の垂直方向の運動を制限する構造を備える収納
ラック振動絶縁装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の収納ラック振動絶縁装置において、前記エラストマー部品は、主とし
て前記１つの水平方向に機能するよう構成される収納ラック振動絶縁装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の収納ラック振動絶縁装置において、
　主として前記１つの水平方向に機能するよう構成される前記エラストマー部品と、
　前記エラストマー部品の垂直方向の運動を実質的に制限する構造と、
をさらに備える収納ラック振動絶縁装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の収納ラック振動絶縁装置において、前記エラストマー部品は、前記収
納ラックシステムの少なくとも前記１つの水平方向における固有振動数を約０．９Ｈｚ以
下に低下させるように選択される収納ラック振動絶縁装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の収納ラック振動絶縁装置において、前記エラストマー部品は、前記収
納ラックシステムの少なくとも前記１つの水平方向における固有振動数を約０．５Ｈｚ以
下に低下させるように選択される収納ラック振動絶縁装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の収納ラック振動絶縁装置において、前記エラストマー部品は、
　少なくとも２つのエラストマー部材と、
　前記少なくとも２つのエラストマー部材の相互間に配された少なくとも１つの中間プレ
ートと、
をさらに備える収納ラック振動絶縁装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の収納ラック振動絶縁装置において、前記少なくとも１つのエラストマ
ー部材は、ポリイソプレン、ポリイソプレン混合物、ブチルゴム、アクリルゴム、ポリウ
レタン、フッ素ゴム、多硫化ゴム、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＲおよびＥＰＤＭ）、
ハイパロン（登録商標）、塩素化ポリエチレン、エチレン酢酸ビニルゴム、エピクロルヒ
ドリンゴム、クロロプレンゴム、およびシリコーンからなるグループより選択される材料
からなる収納ラック振動絶縁装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の収納ラック振動絶縁装置において、前記少なくとも１つのエラストマ
ー部材は、約０．１よりも大きい減衰損失係数を有する材料からなる収納ラック振動絶縁
装置。
【請求項１２】
　床面に設置される収納ラックシステムにおいて、
　前記床面に対して移動可能な下端を有する複数の支柱と、
　少なくとも１つの前記支柱の下端および前記床面に隣接して据え付けられた少なくとも
１つの収納ラック振動絶縁装置と、を備え、
　前記少なくとも１つの収納ラック振動絶縁装置は、
　前記収納ラックシステムに接続可能な第１の据え付けプレートと、
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　前記床面に接続可能な第２の据え付けプレートと、
　前記第１の据え付けプレートと前記第２の据え付けプレートとの間に延在して、前記第
１および第２の据え付けプレートに動作可能に取り付けられたエラストマー部品であって
、
　震動発生時に、前記エラストマー部品がせん断方向に置かれる場合、前記第１および第
２の据え付けプレートは、前記エラストマー部品に取り付けられたままの状態で、実質的
に互いに平行に移動可能であり、
　前記エラストマー部品は、少なくとも１つのエラストマー部材を備え、前記少なくとも
１つのエラストマー部材は、震動発生時に前記収納ラックシステムに加えられる地盤移動
のエネルギーを吸収して散逸させることのできる材料であって、前記収納ラックシステム
の固有振動数を少なくとも１つの水平方向において低下させるために、前記収納ラックシ
ステムを前記床面に対して差し支えない範囲で移動させることを可能にしつつ、前記複数
の支柱を前記床面に対して移動させる材料からなる、エラストマー部品と、
を備える、収納ラックシステム。
【請求項１３】
　床面に設置される収納ラックシステムにおいて、
　前記床面に対して移動可能な下端を有する複数の支柱と、
　各々の前記支柱の下端および前記床面に隣接して据え付けられた少なくとも１つの収納
ラック振動絶縁装置と、を備え、
　前記少なくとも１つの収納ラック振動絶縁装置は、
　前記収納ラックシステムに接続可能な第１の据え付けプレートと、
　前記床面に接続可能な第２の据え付けプレートと、
　前記第１の据え付けプレートと前記第２の据え付けプレートとの間に延在して、前記第
１および第２の据え付けプレートに動作可能に取り付けられたエラストマー部品であって
、
　震動発生時に、前記エラストマー部品がせん断方向に置かれる場合、前記第１および第
２の据え付けプレートは、前記エラストマー部品に取り付けられたままの状態で、実質的
に互いに平行に移動可能であり、
　前記エラストマー部品は、少なくとも１つのエラストマー部材を備え、前記少なくとも
１つのエラストマー部材は、震動発生時に前記収納ラックシステムに加えられる地盤移動
のエネルギーを吸収して散逸させることのできる材料であって、前記収納ラックシステム
の固有振動数を少なくとも１つの水平方向において低下させるために、前記収納ラックシ
ステムを前記床面に対して差し支えない範囲で移動させることを可能にしつつ、前記複数
の支柱を前記床面に対して移動させる材料からなる、エラストマー部品と、
を備える、収納ラックシステム。
【請求項１４】
　床面に設置される収納ラックシステムにおいて、
　前記床面に対して移動可能な下端を有する複数の支柱と、
　少なくとも１つの収納ラック振動絶縁装置であって、
　当該少なくとも１つの収納ラック振動絶縁装置は、
　前記収納ラックシステムに接続可能な第１の据え付けプレートと、
　前記床面に接続可能な第２の据え付けプレートと、
　前記第１の据え付けプレートと前記第２の据え付けプレートとの間に延在して、前記第
１および第２の据え付けプレートに動作可能に取り付けられたエラストマー部品であって
、
　震動発生時に、前記エラストマー部品がせん断方向に置かれる場合、前記第１および第
２の据え付けプレートは、前記エラストマー部品に取り付けられたままの状態で、実質的
に互いに平行に移動可能であり、
　前記エラストマー部品は、少なくとも１つのエラストマー部材を備え、前記少なくとも
１つのエラストマー部材は、震動発生時に前記収納ラックシステムに加えられる地盤移動
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のエネルギーを吸収して散逸させることのできる材料であって、前記収納ラックシステム
の固有振動数を少なくとも１つの水平方向において低下させるために、前記収納ラックシ
ステムを前記床面に対して差し支えない範囲で移動させることを可能にしつつ、前記複数
の支柱を前記床面に対して移動させる材料からなる、エラストマー部品と、を備える少な
くとも１つの収納ラック振動絶縁装置と、
　前記エラストマー部品の運動を実質的に前記１つの水平方向に制限する構造と、
を備える収納ラックシステム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、前記エラストマー部品の運動を実質
的に１つの水平方向に制限する前記構造は、別の水平方向における運動量をわずかに可能
とする収納ラックシステム。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、前記少なくとも１つの収納ラック振
動絶縁装置は、前記エラストマー部品の垂直方向の運動を実質的に制限する構造を備える
収納ラックシステム。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、前記エラストマー部品の垂直方向の
運動を実質的に制限する前記構造は、前記垂直方向における運動量をわずかに可能とする
収納ラックシステム。
【請求項１８】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、前記少なくとも１つの収納ラック振
動絶縁装置の前記エラストマー部品は、主として前記１つの水平方向に機能するよう構成
される収納ラックシステム。
【請求項１９】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、
　前記少なくとも１つの収納ラック振動絶縁装置の前記エラストマー部品は、主として前
記１つの水平方向に機能するよう構成され、
　前記少なくとも１つの収納ラック振動絶縁装置は、前記エラストマー部品の垂直方向の
運動を実質的に制限する構造を備える、
収納ラックシステム。
【請求項２０】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、少なくとも１つの前記支柱の下端と
前記床面との間に据え付けられた前記少なくとも１つの収納ラック振動絶縁装置をさらに
備える収納ラックシステム。
【請求項２１】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、各々の前記支柱の下端と前記床面と
の間に据え付けられた前記少なくとも１つの収納ラック振動絶縁装置をさらに備える収納
ラックシステム。
【請求項２２】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、少なくとも１つの前記支柱の下端お
よび前記床面に隣接して据え付けられた前記少なくとも１つの収納ラック振動絶縁装置を
さらに備える収納ラックシステム。
【請求項２３】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、各々の前記支柱の下端および前記床
面に隣接して据え付けられた前記少なくとも１つの収納ラック振動絶縁装置をさらに備え
る収納ラックシステム。
【請求項２４】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、前記エラストマー部品は、前記収納
ラックシステムの少なくとも前記１つの水平方向における固有振動数を約０．９Ｈｚ以下
に低下させるように選択される収納ラックシステム。
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【請求項２５】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、前記エラストマー部品は、前記収納
ラックシステムの少なくとも前記１つの水平方向における固有振動数を約０．５Ｈｚ以下
に低下させるように選択される収納ラックシステム。
【請求項２６】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、前記エラストマー部品は、
　少なくとも２つのエラストマー部材と、
　前記少なくとも２つのエラストマー部材の相互間に配された少なくとも１つの中間プレ
ートと、
をさらに備える収納ラックシステム。
【請求項２７】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、前記少なくとも１つのエラストマー
部材は、ポリイソプレン、ポリイソプレン混合物、ブチルゴム、アクリルゴム、ポリウレ
タン、フッ素ゴム、多硫化ゴム、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＲおよびＥＰＤＭ）、ハ
イパロン（登録商標）、塩素化ポリエチレン、エチレン酢酸ビニルゴム、エピクロルヒド
リンゴム、クロロプレンゴム、およびシリコーンからなるグループより選択される材料か
らなる収納ラックシステム。
【請求項２８】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、前記少なくとも１つのエラストマー
部材は、約０．１よりも大きい減衰損失係数を有する材料からなる収納ラックシステム。
【請求項２９】
　請求項１４に記載の収納ラックシステムにおいて、少なくとも１つの前記支柱の下端に
隣接して据え付けられた少なくとも１つの収納ラック振動絶縁装置を備える収納ラックシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許発明は２００５年４月１１日出願の米国特許仮出願第６０，６７０，４７４およ
び２００６年１月２７日出願の米国特許仮出願第６０，７６２，９０８に基づいて優先権
を主張するものであり、その内容を参照によって援用する。
【背景技術】
【０００２】
　商工業用収納ラックシステムは、大きさ、形、重さの異なるさまざまな量のアイテムお
よび材料を保持するよう設計されている。収納ラックシステムの構造はさまざまであるが
、普通、一連の相互に連結されたスチール製の支柱を含み、各支柱は大きなコンクリート
の土台のようなしっかりとした床面に置かれる。隣接する１対の支柱間には、普通、梁が
設置される。１対の梁間に設置された棚材料もしくはパレットは、普通、収納されている
アイテムや材料を保持するものである。支柱は、収納されたアイテムや材料の重量を支え
、その重量を各支柱の底のベース、そしてベースから支柱が設置される床面に伝える。
【０００３】
　収納ラックシステムは、あらゆる地理的領域に存在する野外、工場、倉庫、および郊外
型大規模小売店で設置することも可能である。このような領域では、収納ラックシステム
が、地震による著しい地震力に晒される可能性がある。収納ラックシステムは、低から中
レベルの地震力による揺れに耐えることはできるが、より高いレベルの地震力により、収
納ラックシステムが損傷したり、アイテムや材料が収納されている収納ラックシステムの
棚やパレットから落ちることがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　床面に据えつけられた収納ラックシステムに対する地震力の影響は、本発明にしたがっ
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て構成されて収納ラックシステムに設置される収納ラック振動絶縁装置を用いることによ
り低減される。一実施形態によれば、収納ラック振動絶縁装置は、収納ラックシステムに
接続可能な第１の据えつけプレートと、床面に接続可能な第２の据えつけプレートと、前
記第１の据えつけプレートと第２の据えつけプレートの間に延在してこれらに動作可能に
取り付けられるエラストマー部品とを備える。震動発生時に、第１および第２の据えつけ
プレートはエラストマー部品に取り付けられたままであるが、第１および第２の据えつけ
プレートは実質的に互いに平行な面で運動する。エラストマー部品は、震動発生時に収納
ラックシステムに加えられる地面の運動のエネルギーを吸収して散逸させることのできる
材料からなる少なくとも１つのエラストマー部材によりなり、収納ラックシステムの固有
周波数を少なくとも１つの水平方向において低下させる。
【０００５】
　このエラストマー部材の剛性特徴をあらかじめ選択された一定の制限内に制御すること
により、収納ラックシステムに対する地震力の低減を最適化することができる。エラスト
マー部品は、収納ラックシステムの固有周波数を約０．９Ｈｚ以下または理想的には約０
．５Ｈｚ以下に下げられるよう選択することができる。エラストマー部材はまた、約０．
１よりも大きい減衰損失係数を有する材料から構成されてもよい。
【０００６】
　別の実施形態によれば、収納ラック振動絶縁装置はまた、収納ラックシステムに接続可
能な第１の据え付けプレートと、床面に接続可能な第２の据え付けプレートと、前記第１
の据え付けプレートと第２の据え付けプレートの間に延在して震動発生時に第１および第
２の据え付けプレートはエラストマー部品に取り付けられたままであるが、第１および第
２の据え付けプレートが実質的に互いに平行な面で運動するこれらに動作可能に取り付け
られるエラストマー部品とを備える。本実施形態においては、エラストマー部品は少なく
とも２つのエラストマー部材からなり、この少なくとも２つのエラストマー部材の２つお
きには少なくとも１つの中間プレートが配される。
【０００７】
　その他各種の実施形態によれば、収納ラック振動絶縁装置のエラストマー部品の運動を
実質的に１つの水平方向に制限し、またはその運動を垂直方向に実質的に制限し、または
その運動を１つの水平方向および垂直方向に実質的に制限する構造を用いることは有益で
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明にしたがって構成される床面に設置された支柱を複数有する収納ラックシステム
において、本明細書中に記載した収納ラック振動絶縁装置のうち少なくとも１つは収納ラ
ックシステムおよび床面に接続される。収納ラック振動絶縁装置は、１つ以上の支柱の下
端および床面の間に据えつけられる。また、収納ラック振動絶縁装置は、支柱に隣接する
支柱の１つ以上の下端に据え付けられる。
【０００９】
　本発明は本明細書に示された以外の実施形態が可能であること、およびこれに含まれる
収納ラック振動絶縁装置および収納ラックシステムの構造の詳細は、本発明の範囲を逸脱
することなくさまざまな手法で変更が可能であることは、当業者には理解される。したが
って、図面および説明は、このような等価の収納ラック振動絶縁装置および収納ラックシ
ステムを本発明の趣旨と範囲から逸脱しないものとして含むものである。
【００１０】
　本発明のより完全な理解のために、添付の図面と関連して以下の記述が参照される。
【００１１】
　図面を参照すると、参照符号には、提示および説明される実施形態および図面を通して
、同一もしくは対応する部分を示すものがある。対応する部分の変形例は、具体的な実施
形態において小文字をつけて指示される。図面に示されるが説明されていないその後の部
品の変形例は、先に述べた具体的な実施形態に対応することを目的としており、形態もし



(7) JP 4931909 B2 2012.5.16

10

20

30

40

50

くは機能が異なる限りは説明される。言うまでもなく、おおむね、実施形態における変形
例は本発明から外れることなく置き換え可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　各収納ラックシステムは、構造の設計と組み立ての方法に基づく固有周波数を有する。
収納ラックシステムの固有周波数はまた、その剛性に関連し、震動発生においてその収納
ラックシステムがどのように動作するかの手がかりを与える。通常、収納ラックシステム
は通路方向において柔軟性が高く（すなわち固有周波数がより低い）、通路横断方向にお
いては柔軟性が低い（すなわち固有周波数がより高い）。Ｒｉｄｇ－Ｕ－Ｒａｋ社が製造
する一般的な直立フレーム収納ラックは、通路方向に約０．９Ｈｚ、通路横断方向に約１
．６Ｈｚの固有周波数を有するとされる。ほとんどの収納ラックシステムはこれと同様に
設計されており、同じく通路方向より通路横断方向により頑丈であると予想される。震動
発生時に、収納ラックは地震に反応して動くように振動して、地面の運動により加えられ
る応力を無効にする。収納ラックシステムに加えられる振動は地震の強度に応じて増加す
るが、収納ラックシステムは、通常、震動発生により加えられる振動の周波数が１．５Ｈ
ｚよりも大きいときに収納ラックシステムが損傷を受ける可能性が増える。一般的な収納
ラックシステムはすでに通路横断方向に１．６Ｈｚの固有周波数を有するため、強い地震
でなくともラックシステムが損傷を受ける。
【００１３】
　収納ラックシステムの固有周波数を下げることにより、震動発生の影響を減少させるこ
とができる。そのためには、収納ラックシステムに、安定性や強度を犠牲にすることなく
、付加的な柔軟性が与えられなければならない。これにより、床面への収納ラックの取り
付け方を修正しつつ、収納ラックの構造には基本的に手を加えないで実現することができ
る。床面に連結されて収納ラックに接続された収納ラック振動絶縁装置は収納ラックが何
らかの方法で収納ラック振動絶縁装置に接続されて直接的には床面に取り付けられないよ
うにするための、床面と収納ラックシステム間の橋渡しとして機能する。
【００１４】
　図１から４を参照すると、収納ラック振動絶縁装置２０ａは、第１の据え付けプレート
２２ａと、第２の据え付けプレート２４ａと、エラストマー部品とを備える。図１から４
に図示する実施形態において、エラストマー部品は、第１の据え付けプレート２２ａおよ
び第２の据え付けプレート２４ａの間に延びる１つのエラストマー部材２６ａを有する。
エラストマー部品は、震動発生時に、第１および第２の据え付けプレート２２ａおよび２
４ａがエラストマー部品に取り付けられたままで、第１および第２の据え付けプレート２
２ａおよび２４ａが実質的に互いに平行な面で運動できるように、第１および第２の据え
付けプレート２２ａおよび２４ａに動作可能に取り付けられる。エラストマー部材は、震
動発生時に、収納ラックシステムに加えられる地面の運動のエネルギーを吸収して散逸さ
せることのできる材料からなり、それによって、少なくとも１つの水平方向において収納
ラックシステムの固有周波数を低下させる。例えば、エラストマー部材２６ａは、ポリイ
ソプレン、ポリイソプレン混合物、ブチルゴム、シリコーン、またはペンシルベニア州コ
リーのＣｏｒｒｙ　Ｒｕｂｂｅｒ社が製造するような、その他の高減衰エラストマーなど
から構成できる。エラストマー部材２６ａはまた、収納ラックシステムに対する負荷に耐
え、本明細書に記載の所望の剛性特徴を有するのであれば、どのようなエラストマー材料
から構成されてもよい。
【００１５】
　第１および第２の据え付けプレート２２ａおよび２４ａは、収納ラック振動絶縁装置２
０ａの要素として晒されることになる負荷と力に耐えるのであれば、どのような金属また
は非金属材料から構成されてもよい。一実施形態において、第１および第２の据え付けプ
レート２２ａおよび２４ａは、スチール製のプレートを打ち抜いたものであり、第１の据
え付けプレート２２ａは両端に半円形のプレートスペース２７ａを含むように打ち抜かれ
ている。同様に、エラストマー部材２６ａも両端に半円形の部材スペース２９ａを備える
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。
【００１６】
　第１の据え付けプレート２２ａ、エラストマー部材２６ａ、および第２の据え付けプレ
ート２４ａの相対的な厚みは、収納ラック振動絶縁装置２０ａの用途における具体的な要
求に依存してよい。例えば、１／８インチ（約０．３１８ｃｍ）厚の第１の据え付けプレ
ート２２ａを、１／２インチ（約１．２７ｃｍ）厚のエラストマー部材２６ａおよび３／
８インチ（約０．９５３ｃｍ）厚の第２の据え付けプレート２４ａで行うことができる。
言うまでもなく、その他の厚みも可能であり、本発明の意図する範囲と考えられる。
【００１７】
　第１の据え付けプレート２２ａとエラストマー部材２６ａとの間、およびエラストマー
部材２６ａと第２の据え付けプレート２４ａとの間には、接着剤が塗布される。接着剤は
、収納ラック振動絶縁装置２０ａがかなりの外部からの力を受けても、第１の据え付けプ
レート２２ａおよび第２の据え付けプレート２４ａがエラストマー部材２６ａと接触しな
いようにするのに十分な接着を形成する。適切な接着剤としては、全てＬｏｒｄ社が製造
しているケムロック（Ｃｈｅｍｌｏｋ）（登録商標）８５６０Ｆ、ケムロック（登録商標
）８２１０／８５６０Ｓ、およびケムロック（登録商標）２３６Ａなど、またはこのよう
なエラストマー材料と剛性材料との間の実質的な接合を行うのに適したその他の接着物質
などがある。
【００１８】
　図１と図２とを比較すればよくわかるとおり、第１の据え付けプレート２２ａの半円プ
レートのスペース２７ａおよびエラストマー部材２６ａの半円形の部材スペース２９ａは
、第１の据え付けプレート２２ａがエラストマー部材２６ａに接着接合されるとき、おお
よそ一直線上に配列されている。組み合わされた半円形のプレートスペース２７ａと半円
形の部材スペース２９ａは、収納ラック振動絶縁装置２０ａの両端にボルトスペース２５
ａを形成する。ボルトスペース２５ａそれぞれの構成は、図３に示す収納ラック振動絶縁
装置２０ａの上面図と図４に示すその横部分断面図とを比較することによってさらに理解
できる。
【００１９】
　収納ラック振動絶縁装置２０ａはまた、１対のアンカーボルト２８ａと、アンカーボル
ト２８ａに設置されたとき第２の据え付けプレート２４ａに隣接する１対のベースナット
３０と、１対の角ワッシャ３２とアンカーボルト２８ａに設置されたときワッシャ３２の
上側に隣接する１対のワッシャナット３４とを含む。ワッシャナット３４は、第１の据え
付けプレート２２ａに対して所定の位置にワッシャ３２を保持する。アンカーボルト２８
ａの下部は、収納ラック振動絶縁装置２０ａを用いる収納ラックシステムが設置される床
材料によりしっかり固定するように形成される。図１から４に示すアンカーボルト２８ａ
は、コンクリートのパッドに設置されてしっかりと保持されるよう組立てられる。この実
施形態において、アンカーボルト２８ａのそれぞれのねじ式でない端部は、アンカーボル
トの中心に向かって内方向に先端が細くなり、アンカーボルトのコンクリート床からの取
り外しに対する抵抗を高めている。アンカーボルト２８ａのねじ部は、第２の据え付けプ
レート２４ａの穴３６ａに嵌合する。
【００２０】
　アンカーボルト２８ａは、第１の据え付けプレート２２ａまたはエラストマー部材２６
ａに直接は接触せず、第２の据え付けプレート２４ａからボルトスペース２５ａを経由し
てワッシャ３２へ延びる。ボルトスペース２５ａは、一般に、アンカーボルト２８ａが震
動発生時に第１の据え付けプレート２２ａおよび／またはエラストマー部材２６ａの運動
に著しく干渉しない十分な大きさである。ボルトスペース２５ａはまた、一般に、ベース
ナット３０を締めたり緩めたりするためのレンチやその他の工具を使用できる十分な大き
さである。
【００２１】
　第１および第２の据え付けプレート２２ａおよび２４ａは、収納ラック振動絶縁装置２
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０ａがこれを用いる収納ラックシステムが設置される現場に出荷される前に組み立てられ
る。本発明は、１つの工程で製造される、または特定の材料を用いて製造される収納ラッ
ク振動絶縁装置に限定されるものではない。ただし、ポリイソプレン、ポリイソプレン混
合物、ブチルゴム、アクリルゴム、ポリウレタン、フッ素ゴム、多硫化ゴム、エチレンプ
ロピレンゴム（ＥＰＲおよびＥＰＤＭ）、ハイパロン、塩素化ポリエチレン、エチレン酢
酸ビニルゴム、エピクロルヒドリンゴム、クロロプレンゴム、シリコーン、またはその他
の収納ラック振動絶縁装置２０ａのエラストマー部材２６ａの材料は、当業者には周知の
方法で、さまざまな種類の剛性および減衰など収納ラック振動絶縁装置２０ａに用いるの
に望ましい物理特性を持つゴムの製造に必要な原材料の混合により製造することができる
。材料が混合されると、混合器から取り除いて圧延機に入れ、混合して射出成形機へかけ
るのに適切なサイズに延ばすことができる。これが冷却されて必要な剛性および減衰特性
を有するかどうか検査されると、射出成形機に取り付けられる。ワッシャ３２は、リン酸
亜鉛または他のさび止め塗料で処理された金属スタンピングであってよい。
【００２２】
　接着剤が第１の据え付けプレート２２ａとエラストマー部材２６ａとの間、およびエラ
ストマー部材２６ａと第２の据え付けプレート２４ａとの間に塗布されると、Ｌｏａｄ社
が製造するケムロック（登録商標）８００７を塗布した後、ケムロック（登録商標）８５
６０Ｓをコートすることができる。Ｌｏａｄ社もしくはその他の企業が製造するその他多
くの接着剤を、ここに説明した製造工程における代替物として用いることができる。
【００２３】
　金属ワッシャ３２は、射出成形機の型枠に取り付けることができる。その後、この射出
成形機に取り付けられているゴムは、型枠に入れられ、できあがったプレート２２ａおよ
び２４ａ、ゴムエラストマー２６ａのサンドイッチ物を、その後硬化することができる。
通常、このアセンブリは、その後型枠から取り除かれて整えられる。
【００２４】
　収納ラック支柱３８の底部は、溶接部３１ａで第１の据え付けプレート２２ａに溶接さ
れる。エラストマー層２６ａおよびエラストマー層２６ａを第１の据え付けプレート２２
ａと第２の据え付けプレート２４ａとに接合する接着剤は、支柱の第１の据え付けプレー
ト２２ａに対する溶接の熱応力に耐えることができる。このような熱応力抵抗は、ポリイ
ソプレン、ポリイソプレン混合物、またはブチルゴムを用いてエラストマー層２６ａを形
成する場合に知られている。これらの材料はまた、支柱が配されて第１の据え付けプレー
ト２２ａに取り付けられるときに遭遇する圧縮、バンピング、横応力などに抵抗すること
が知られている。
【００２５】
　アンカーボルト２８ａのねじ山の切られた端部は第２の据え付けプレート２４ａの穴３
６ａに通され、ベースナット３０は、アンカーボルト２８ａの底が埋め込まれた床面に対
してしっかりと第２の据え付けプレート２４ａを保持するように、第２の据え付けプレー
ト２４ａに締め付けられる。角ワッシャ３２はアンカーボルト２８ａの上に配され、ワッ
シャナット３４はワッシャ３２の上端に締め付けられる。これにより、角ワッシャ３２が
、第１の据え付けプレート２２ａ、エラストマー部材２６ａ、および第２の据え付けプレ
ート２４ａに対して下向きの力を加えるようになる。収納ラックシステムおよび収納ラッ
クに収納され支柱３８に連結された商品または材料の重量が、さらに収納ラック振動絶縁
装置２０ａに取り付けられる。
【００２６】
　図１から４を参照すると、地震などの震動が発生すると、地面が動いて複数の方向に振
動が起こる。この運動はまた、収納ラックシステムがつりあおうとする加速を加える。収
納ラックの支柱が床面に固定されているとすれば、この加速は収納ラックシステムの構造
部品に著しい損傷を与えうる。加えて、収納ラック棚に収納されたアイテムがラックから
落下することもある。収納ラック振動絶縁装置２０ａは、震動発生時に収納ラックシステ
ムがこうむる力の一部を吸収して散逸させることができる。アンカーボルト２８ａの底が
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埋め込まれたコンクリートの床面にしっかりと保持され、ベースナット３０が第２の据え
付けプレート２４ａを床面に締め付けるので、第２の据え付けプレート２４ａは、震動発
生の間、床面に対して横に振動する。この横運動による加速は、収納ラック振動絶縁装置
２０ａを介して伝達され、収納ラックシステムがエラストマー部品とともに運動するよう
にさせる。このエラストマー部品の運動もしくはコンプライアンスは、収納ラックシステ
ムの全体的な柔軟性を高め、震動発生により収納ラックシステムに加えられたエネルギー
を散逸させる役割を果たす。加えて、エラストマー部品はまた、地震の間の地面の運動に
より収納ラックシステムに加えられた振動を減衰する。収納ラック振動絶縁装置２０ａは
、収納ラックシステムがより一層震動発生に耐えることができるように、収納ラックシス
テムの固有周波数を下げる。
【００２７】
　収納ラックシステムの固有周波数の減少は、震動発生に対する何らかの保護を与えるも
のではあるが、目的は、収納ラックに対する損傷を低減して収納ラックに収納される製品
が落下しないよう、収納ラックシステムの固有周波数を下げることである。収納ラックシ
ステムの固有周波数は約０．９Ｈｚよりも低くすることが好ましく、理想的には約０．５
Ｈｚよりも低くすることがのぞましい。実現すべき目標固有周波数および収納ラックシス
テムに対する予期される最大負荷に応じて、このような周波数を実現できる収納ラック振
動絶縁装置を選択する。これらのパラメータはいずれも、エラストマー部品に用いられる
エラストマー材料の静的係数および動的係数、または剛性を選択することによる。
【００２８】
　エラストマー材料の静的剛性は、圧縮剛性Ｋｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎおよびせん断剛性
Ｋｓｈｅａｒを含むいくつかの係数により測定できる。圧縮剛性は、ゴムのブロックなど
のエラストマーを垂直方向にゆがませるために必要な力の尺度であり、ポンド／インチで
測定される。せん断剛性ＫＳｈｅａｒは、ゴムブロックを特定の横方向に屈折させるため
に必要な力の量の尺度であり、ポンド／インチで測定される。
【００２９】
　震動発生中に、エラストマー材料を、エネルギーの吸収に役立つようにする動的特性に
は、該材料が弾性成分と非弾性成分をもち、これらの成分が力と変異の位相をずらすこと
が挙げられる。これによりエネルギー散逸、つまり「減衰」が引き起こされる。エラスト
マー取り付け具の動的特性には、転移とその後の材料が発揮する力との間の「遅延時間」
に反映される弾性剛性を表す減衰剛性Ｋ”、および材料の変異を伴う位相のあった剛性を
表す弾性剛性Ｋ’を示す。減衰剛性Ｋ”および弾性剛性Ｋ’は、いずれもポンド／インチ
で測定される。特定のゴムの減衰損失係数は、その減衰剛性をその弾性剛性で割った比で
ある
Ｌｄ／ｒ＝Ｋ”／Ｋ’
【００３０】
　ダイナミックテスト装置が、エラストマー材料にダイナミックに負荷を与えて材料のば
ね応答性が材料の物理特性により減衰させられる程度を測定するのに用いられる。ゴムま
たはその他のエラストマー材料は、約０．１よりも大きい減衰損失係数を有する必要があ
る。すなわち、以下のとおりとなる。
Ｋ”／Ｋ’＞０．１
【００３１】
　エラストマー材料によって振動の１サイクルあたりに散逸されるエネルギーは以下の式
に等しい。
πＫ”ｘ２

式中、Ｋ”は減衰剛性であり、ｘは振動の間のエラストマー材料の端部の動きのピークか
らピークまでの距離、つまり、両方向における振動の合計距離である。従って、振動の１
サイクルあたりに散逸されるエネルギーは、振動するエラストマー材料の端部間の動きの
ピークからピークまでの距離の２乗の増加に伴い増加する。さらに、エラストマー材料の
端部間の運動距離の増加により、振動の１サイクルあたりのラック支柱の下端の運動距離
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が増加する場合、ラックシステムの材料周波数は減少する。地震振動の各サイクルの間、
静止位置から各方向においてラック支柱の下端は少なくとも約２インチ（５．０８ｃｍ）
、および好ましくは約４インチ（１０．１６ｃｍ）より大きく動くことができることが測
定された。
【００３２】
　上記で検討した剛性パラメータはまた、デュロメーターで測定されるエラストマーの硬
度に関連する。特定のエラストマーのデュロメーター値が高いほど、その剛性は高くなる
。
【００３３】
　エラストマー部材に適切に実施するための一般的な要求を満たすことがわかっている材
料には、ポリイソプレン、ポリイソプレン混合物、シリコーン、アクリルゴム、ポリウレ
タン、フッ素ゴム、多硫化ゴム、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＲおよびＥＰＤＭ）、ハ
イパロン、塩素化ポリエチレン、エチレン酢酸ビニルゴム、エピクロルヒドリンゴム、ク
ロロプレンゴムおよびブチルゴムがある。ただし、言うまでもなく、これらの一般的な要
求を満たすその他の材料も適切であり、本発明の範囲に含まれると考えられる。
【００３４】
　言うまでもなく、また、エラストマー部材の第１のまたは第２の据え付けプレートの構
成における変形も可能であり、本発明の範囲に含まれると考えられる。例えば、図５は、
エラストマー部品がくぼんだ上面３９と立ち上がった端部４０とを有するエラストマー部
材２６ｂを含む収納ラック振動絶縁装置２０ｂを示す。第１の据え付けプレート２２ｂは
、立ち上がった端部４０にはまるようなサイズであり、収納ラック振動絶縁装置２０ｂを
組み立てるときに第１の据え付けプレート２２ｂのくぼんだ上面３９に接着取り付けされ
る。したがって、第１の据え付けプレート２２ｂの主面設置面積は、立ち上がった端部４
０内に収容可能なようにエラストマー部材２６ｂの設置面積よりもわずかに小さなサイズ
となる。エラストマー部材２６ｂの半円形の部材スペース２９ｂも、また、垂直方向の寸
法を大きくして、第１の据え付けプレート２２ｂの半円形のプレートスペース２７ｂの端
部が組み立ての際に立ち上がった端部４０に囲まれるようにする。
【００３５】
　ある実施形態では、第１の据え付けプレートおよび／またはエラストマー部材の半円形
のプレートスペースは、エラストマー部材が震動発生時に運動エネルギーを吸収して散逸
させるためにせん断方向に配置されることのできるボルトとプレートの間の相対運動を可
能とするボルトスペースを形成する、その他の適切なスペース構成に置き換えることがで
きる。半円形のプレートスペースはまた、レンチを使用してベースナットを調整すること
ができるスペースを形成してもよい。図６に、先の実施形態で示した半円形のプレートス
ペースを拡大したボルト収容穴４２に置き換えた収納ラック振動絶縁装置２０ｃを示す。
ボルト収容穴４２は、エラストマー部材２６ｃの半円形の部材スペース２９ｃと組み合わ
せて、個々のアンカーボルト２８ｃの厚みよりも著しく大きいボルトスペース２５ｃを形
成し、ボルト２８ｃが運動できるようにする。図６は、半円形のプレートスペースをボル
ト収容穴４２に置き換えたものを示したにすぎないが、言うまでもなく、実施形態によっ
ては、半円形の部材スペース２９ｃは類似の穴状の収容構成に置き換えることもできる。
このような収容構成はまた、第１の据え付けプレートとエラストマー部材のボルトスペー
スの組み合わせに付け加えてもよい。
【００３６】
　本発明は、延長ボルトに取り付けられた角ワッシャで第２の据え付けプレートおよびコ
ンクリートの床面にさらに固定された第１の据え付けプレートおよびエラストマー部品に
ついて図示し説明してきたが、言うまでもなく、角ワッシャおよび／またはその他のクラ
ンプ機構を含むことは概して必要ではなく、通常は第１の据え付けプレート、エラストマ
ー部材、第２の据え付けプレートの間に接着剤を用いるのみで十分な構造的安定性が実現
される。図７に、アンカーボルト２８ｄが第１の据え付けプレート２２ｄの上に延びてお
らず角ワッシャもその他のクランプ機構もない、組み立て後の収納ラック振動絶縁装置２
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０ｄを示す。図７の収納ラック振動絶縁装置２０ｄの分解図を図８に示す。
【００３７】
　収納ラック振動絶縁装置２０ｄは第１の据え付けプレート２２ｄおよび本実施形態では
固定および構造的安定性のための単一のエラストマー部材２６ｄを含むエラストマー部品
の間に塗布された接着剤に依存する。ボルト２８ｄは、ナット３０が係合して第２の据え
付けプレート２４ｄを床面に固定することができるに十分なだけ第２の据え付けプレート
２４ｄの上部に延びればよい。第１の据え付けプレート２２ｄの半円形のプレートスペー
ス２７ｄおよびエラストマー部材２６ｄの半円形の部材スペース２９ｄが、レンチまたは
その他の工具を用いてベースナット３０を調整することができるようにボルトスペース２
５ｄを保持するために含まれる。
【００３８】
　本発明のある用途では、組み立て現場において支柱を第１の据え付けプレートに溶接す
ることは不可能な場合あり、また組み立て前に支柱を第１の据え付けプレートに取り付け
ることが好ましい場合がある。図９に、図７の収納ラック振動絶縁装置２０ｄに類似の組
み立てられた収納ラック振動絶縁装置２０ｅを示す。ただし、図９の収納ラック振動絶縁
装置２０ｅの分解図である図１０に、収納ラック振動絶縁装置２０ｅの組み立て前に、溶
接取り付け部材４４ｅを形成するために第１の据え付けプレート２２ｅに溶接された支柱
３８を示す。
【００３９】
　本発明は収納ラック振動絶縁装置の第１の据え付けプレートに永久溶接された収納ラッ
クの支柱について図示し説明してきたが、言うまでもなく、本発明のある実施形態では、
接着接続された第１の据え付けプレート、エラストマー部品、および第２の据え付けプレ
ートを取り外すことなく組み立てられた収納ラック振動絶縁装置から支柱の取り外しが可
能であってもよい。図１１に、収納ラック支柱３８に溶接されて溶接取り付け部材４４ｆ
を形成する分離したラックベースプレート４６ｆを有する、組み立てられた収納ラック振
動絶縁装置２０ｆを示す。図１１を図１２の収納ラック振動絶縁装置２０ｆの分解図と比
較することによりよくわかるように、ラックベースプレート４６ｆは全てラックベースプ
レート４６ｆをとって延びるスタッド穴４８および拡大ボルト収容穴５０を含む。
【００４０】
　第１の据え付けプレート２２ｆは、第１の据え付けプレート２２ｆの上面から上方向に
延びる複数のスタッド５２を含む。スタッド５２は、第１の据え付けプレート２２ｆに圧
縮はめ込みおよび／もしくは溶接、または取り付けることができる。図１１と１２とを比
較することによってよくわかるように、各スタッド５２は、図１１に示すように、ベース
プレート４６ｆが第１の据え付けプレート２２ｆ上に配されたときにラックベースプレー
ト４６ｆのスタッド穴４８に契合し、各スタッド５２が収納ラック振動絶縁装置２０ｆに
組み立てられたときにベースプレート４６ｆの上面の上に貫通して延びるように配列され
る。
【００４１】
　収納ラック振動絶縁装置２０ｆが組み立てられた場合、スタッド５２は第１の据え付け
プレート２２ｆとラックベースプレート４６ｆとの相対的な配列を保つ。第１の据え付け
プレート２２ｆは、エラストマー部品のエラストマー部材２６ｆに接着取り付けされてそ
の後第２の据え付けプレート２４に接着取り付けされているが、図に示す実施形態では、
第１の据え付けプレート２２ｆはラックベースプレート４６ｆへは接着取り付けされてい
ない。これにより、支柱３８に支持されるラックが、設置後、支柱３８を第１の据え付け
プレート２２ｆから切断したり破壊的な取り外ししたりすることなく、収納ラック振動絶
縁装置２０ｆから取り除くことができるようにする。
【００４２】
　ベースプレート４６ｆのボルト収容穴５０は、ワッシャナット３４で角ワッシャ３２に
取り付けられているアンカーボルト２８ｆを挿入できるよう拡大されている。半円形のプ
レートスペース２７ｆおよび半円形の部材スペース２９ｆのように、ボルト収容穴５０は
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、震動発生時にアンカーボルト２８ｆの自由運動とエラストマー部材２６ｆによるエネル
ギーの散逸を可能とするボルトスペース２５ｆ全体を確定する助けとなる。ラックベース
プレート４６ｆをボルト収容穴５０について図示し説明しているが、言うまでもなく、第
１の据え付けプレート２２ｆの半円形のプレートスペース２７ｆおよびエラストマー部材
２６ｆの半円形の部材スペース２９ｆに類似の半円形のスペースを本発明の想定される範
囲において用いてもよい。
【００４３】
　支柱３８が収納ラック振動絶縁装置２０ｆに設置されると、角ワッシャ３２はラックベ
ースプレート４６ｆが第１の据え付けプレート２２ｆから外れるのを防ぎ、ひいては支柱
３８と溶接取り付け部材４４ｆとが収納ラック振動絶縁装置２０ｆから離れて上方向に持
ち上がるのを防ぐ。アンカーボルト２８ｆが震動発生時に地面の運動により運動すると、
角ワッシャ３２はアンカーボルト２８ｆとともに運動する。ワッシャ３２はワッシャナッ
ト３４を緩めて取り除くことにより取り除くことができ、これにより、ラックベースプレ
ート４６ｆを第１の据え付けプレート２２ｆから持ち上げることにより収納ラック振動絶
縁装置２０ｆを切断したり破壊したりすることなく支柱３８を取り外すことができる。
【００４４】
　第１の据え付けプレートとラックベースプレートとの間の配列を可能とするその他の構
成も可能である。以下、図１３を参照すると、ラックベースプレート４６ｇから下向きに
延びるキー５４を有する収納ラック振動絶縁装置２０ｇを示す。図１３を図１４の分解図
と比較するとよくわかるように、キー５４は、各キー５４についてラックベースプレート
４６ｇに２つの平行なスリットを入れ、その後１対のスリット間のタブ状片を下向きに曲
げて個々のキー５４を形成することにより形成される。キーノッチ（ｋｅｙ　ｎｏｔｃｈ
ｅｓ）５６は、第１の据え付けプレート２２ｇに切り込まれており、キー５４がその上に
配されたとき、ラックベースプレート４６ｇの上方向の運動を制限することなく、キー５
４と係合してラックベースプレート４６ｇを第１の据え付けプレート２２ｇにそろえるよ
うな大きさとなっている。しがたって、キー５４とキーノッチ５６とは、ワッシャナット
３４と角ワッシャ３２が取り除かれたときに、あわせて溶接取り付け部材４４ｇとなる支
柱３８とラックベースプレート４６ｇとを、収納ラック振動絶縁装置２０ｇを切断したり
破壊したりすることなく第１の据え付けプレート２２ｇから上に持ち上げることによって
取り除くことができるようにする。
【００４５】
　また、言うまでもなく。ある実施形態では、ワッシャおよびワッシャナットを用いるこ
となく支柱および／または溶接取り付け部材の取り除きおよび取り付けが可能であっても
よい。例えば、収納ラック振動絶縁装置２０ｈを、図１５では組み立てられた状態で、図
１６では分解図で図示する。収納ラック振動絶縁装置２０ｈは、ラックベースプレート４
６ｈが組み立てられたときに第１の据え付けプレート２２ｈの据え付けプレート穴６０ｈ
とそろうベースプレート穴５８ｈを２つの角に有する溶接取り付け部材４４ｈを含む。ベ
ースプレート穴５８ｈおよび据え付けプレート穴６０ｈは、ベースプレート４６ｈと第１
の据え付けプレート２２ｈとの間の取り付けを行い、プレートナット６４ｈで所定位置に
締め付けることができるプレートスクリュー６２ｈを収容するサイズである。
【００４６】
　プレートスクリュー６２ｈおよびプレートナット６４ｈは、ラックベースプレート４６
ｈを、収納ラック振動絶縁装置２０ｈを切断したり破壊したりすることなく第１の据え付
けプレート２２ｈから取り外せるようにする。本実施形態においては、エラストマー部品
は、単一のエラストマー部材２６ｈからなる。第１の据え付けプレート２２ｈのエラスト
マー部材２６ｈの取り付けおよびエラストマー部材２６ｈの第２の据え付けプレート２４
ｈへの取り付けは、その間の接着剤に依存する。アンカーボルト２８ｈおよびベースナッ
ト３０が、第２の据え付けプレート２４ｈの２つの角に位置する。エラストマー部材２６
ｈは、ベースナット３０およびプレートナット６４ｈを調整するレンチまたは類似の工具
に対応する４つのアクセスノッチ（工具代）６６ｈを含む。
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【００４７】
　ねじ部材の使用によりナットの使用を不要にできる実施形態もあり、さらに支柱とラッ
クベースプレートの収納ラック振動絶縁装置からの取り外しを容易にする。図１７を図１
８の収納ラック振動絶縁装置２０ｉの分解図と比較するとよくわかるように、図１７では
第１の据え付けプレート２２ｉがメスねじを切られた据え付けプレート穴６０ｉを含む、
組み立てられた収納ラック振動絶縁装置２０ｉを示す。収納ラック振動絶縁装置２０ｉが
組み立てられると、オスねじを有するプレートスクリュー６２ｉがラックベースプレート
４６ｉのベースプレート穴５８ｉを通って延び、据え付けプレート穴６０ｉのメスねじと
係合してラックベースプレート４６ｉを第１の据え付けプレート６０ｉに固定する。据え
付けプレート穴６０ｉのメスねじは、一般に、追加の金物類がなくてもプレートスクリュ
ー６２ｉと係合するに十分な回数ねじ山が切られており、さらに設置および取り外しを簡
便にする。普通、第１の据え付けプレート６０ｉが１／４インチ（約０．６３５ｃｍ）厚
のプレート材料から構成された場合に、ねじを十分な回数きることができる。このような
定寸は、一般に、プレートスクリュー６２ｉが第１の据え付けプレート６０ｉ内の最も低
い位置に来るような長さとなり、ねじ６２ｉのオスねじを完全に第１の据え付けプレート
６０ｉ内に隠すことができる。
【００４８】
　地面への固定の変形例も、本発明の意図する範囲に含まれる。いくつかの可能な変形例
を以下に説明し、図示する。図１９および２０に、Ｊボルト６８で床面に固定された収納
ラック振動絶縁装置２０ｊの組み立て図および分解図を示す。Ｊボルト６８は、コンクリ
ートを所定の位置に流し込んで、コンクリートまたは第２の据え付けプレート２４ｊの地
上レベルの下のほかの構造物に結び付けるよう成型できる。Ｊボルト６８は、穴３６ｊ内
に延びて、収納ラック振動絶縁装置２０ｊを地面に固定するベースナット３０ｊに係合で
きる、ねじの切られた端部含む。エラストマー部材２６ｊのアクセスノッチ６６ｊは、Ｊ
フックを第２の据え付けプレート２４ｊに締め付けるレンチまたはその他の工具に対応で
きる。
【００４９】
　図２１および２２に、オスねじを第２の据え付けプレート２４ｋの穴３６ｋに挿入でき
るようにねじが切られ第２の据え付けプレート２４ｋが支持される床面または床部材（不
図示）にメスねじが形成されたアンカーボルト２８ｋで床面に固定された収納ラック振動
絶縁装置２０ｋの組み立て図および分解図を示す。エラストマー部材２６ｊのアクセスノ
ッチ６６ｋは、アンカーボルト２８ｋを第２の据え付けプレート２４ｋに締め付けて収納
ラック振動絶縁装置２０ｋを地面に固定するレンチまたはその他の工具に対応することが
できる。
【００５０】
　さらに言うまでもなく、据え付けプレートおよびエラストマー部材の断面形状の変形も
、本発明の意図する範囲に含まれると考えられる。例えば、図２３に、厚みを増したエラ
ストマー部材２６ｌのあるエラストマー部品を有する収納ラック振動絶縁装置２０ｌの断
面図を示す。比較のため、第１の据え付けプレート２２ｌおよび第２の据え付けプレート
２４ｌの断面厚に対して、断面厚を増やしたエラストマー部材２６ｌを示す。せん断剛性
は、エラストマー部材２６ｌの厚みに反比例する。圧縮剛性はエラストマー部材２６ｌの
厚みに直線的な相関を有しないが、図に示すようにエラストマー部材２６ｌの厚みが増加
すると、エラストマー部材２６ｌのせん断剛性および圧縮剛性のいずれもが低下させるが
、このような低減は望ましい。
【００５１】
　ある用途においては、圧縮厚を実質的に減少することなくせん断剛性を低下させること
が望ましいことがある。図２４に、積層されたエラストマー層２６ｍの間に配された２つ
の中間プレート７０ｍを備えるエラストマー部品を有する収納ラック振動絶縁装置２０ｍ
を示す。中間プレート７０ｍと積層されたエラストマー層２６ｍの組み合わせは、第１の
据え付けプレート２２ｍと第２の据え付けプレート２４ｍとの間に配される。適切な接着
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剤が、プレート２２ｍ、２４ｍ、または７０ｍのそれぞれを、その隣接する積層されたエ
ラストマー層２６ｍに接合する。中間プレート７０ｍは、剛性であっても剛性でなくても
よい。
【００５２】
　図２４の収納ラック振動絶縁装置２０ｍのエラストマー部品の３つに分割されたエラス
トマー層２６ｍのそれぞれが図２３の１つのエラストマー層２６ｌの厚みの３分の１と仮
定する。全体的なせん断剛性は分割されたエラストマー層２６ｍをあわせた絶対の厚みに
反比例するため、図２４の収納ラック振動絶縁装置２０ｍの全体的なせん断剛性は、図２
３の収納ラック振動絶縁装置２０ｌの全体的なせん断剛性とほぼ同じである。ただし、す
でに述べたように、圧縮剛性はエラストマー層２６ｍのトータルな厚みに直線的な相関を
有しない。分割されたエラストマー層２６ｍおよびその間に中間プレート７０ｍを配する
ことにより、図２４の収納ラック振動絶縁装置２０ｍが図２３収納ラック振動絶縁装置２
０ｌに比べて圧縮方向に有意に劣ることになる。
【００５３】
　複数の積層されたエラストマー層２６ｎのあるエラストマー部品を有する収納ラック振
動絶縁装置２０ｎを図２５に示し、その分解図を図２６に示す。図２５および２６を参照
すると、中間プレート７０ｎがエラストマー層２６ｎの間に配されて接着剤で所定の位置
に固定される。エラストマー層２６ｎと第１の据え付けプレート２２ｎ、中間プレート７
０ｎ、および第２の据え付けプレート２４ｎとの間の接合には、その間の接着剤のみで十
分であると考えられるが、図１に示す延長されたボルト２８ｎを有する角ワッシャ３２な
どのワッシャまたはその他の追加のクランプ機構を加えることもできる。
【００５４】
　中間プレート７０ｎの両端の中間プレートスペース７１は、半円形の部材スペース２９
ｎおよび半円形のプレートスペース２７ｎとそろってベースナット３０に接近可能とする
ボルトスペース２５ｎを形成する。絶縁装置２０ｎの一実施形態では、１つのほぼ１／１
６インチ（約０．１５９ｃｍ）厚の中間プレート７０ｎによって分離された２つのほぼ１
／２インチ（約１．２７ｃｍ）厚のエラストマー層２６ｎを組み込むことができるが、さ
らに、その他の数または相対的な厚みのエラストマー部材および中間プレートも可能であ
り、本発明の意図される範囲に含まれると考えられる。
【００５５】
　上述のとおり、収納ラック振動絶縁装置は、収納ラックの支柱の下で収納ラックに取り
付けることができる。ただし、言うまでもなく、収納ラック振動絶縁装置を収納ラックシ
ステムのその他の位置に接続することにより、震動発生時に、収納ラックシステムを保護
することもできる。図２７に、一実施形態による組み立てられた収納ラック振動絶縁装置
２０ｏを示す。収納ラック振動絶縁装置２０ｏでは、収納ラック振動絶縁装置２０ｏアセ
ンブリが収納ラックシステムの２つの支柱３８の間に位置する。図２７に、２つの収納ラ
ック支柱３８の間に溶接されたたすき状の補強材９０ｏに取り付けられた、組み立てられ
た収納ラック振動絶縁装置２０ｏを示す。図２８に、たすき状の補強材９０ｏに取り付け
られた収納ラック振動絶縁装置２０ｏの分解図を示す。図２７と図２８とを比較すること
でよくわかるように、たすき状の補強材９０ｏは、たすき状の補強材９０ｏに沿って収納
ラック振動絶縁装置２０ｏが設置される場所に対応して溶接された取り付け部材４６ｏを
含む。取り付け部材は、組み立てられたときに第１の据え付けプレート２２ｏの据え付け
プレート穴６０ｏとそろう角にベースプレート穴５８ｏを有する。ベースプレート穴５８
ｏおよび据え付けプレート穴６０ｏは、プレートスクリュー６２ｏに対応した大きさとさ
れ、プレートスクリュー６２ｏ、は取り付け部材４６ｏと第１の据え付けプレート２２ｏ
との間の取り付けを行い、プレートナット６４ｏに対して所定位置に締め付けることがで
きる。プレートスクリュー６２ｏおよびプレートナット６４ｏは、収納ラック振動絶縁装
置２０ｏを切断したり破壊したりすることなく、取り付け部材４６ｏを第１の据え付けプ
レート２２ｏから取り外し可能とする。
【００５６】
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　本実施形態においては、エラストマー部品は、単一のエラストマー部材２６ｏからなる
。第１の据え付けプレート２２ｏのエラストマー部材２６ｏへの取り付け、およびエラス
トマー部材２６ｏの第２の据え付けプレート２４ｏへの取り付けは、先に述べたように、
その間に配された接着剤に依存する。第２の据え付けプレート２４ｏは、四隅にベースプ
レート穴３６ｏを有する。アンカーボルト２８ｏのねじの切られた端部は、第２の据え付
けプレート２４ｏの穴３６ｏを通して配される。ベースナット３０ｏは、アンカーボルト
２８ｏの底が埋め込まれている床面に対して第２の据え付けプレート２４ｏをしっかりと
保持するように第２の据え付けプレート２４ｏに締め付けられる。
【００５７】
　支柱３８の下端は、溶接部３１ｏで摺動ベースパッド９２ｏに溶接される。摺動ベース
パッドは、固定ベースパッド９４ｏの表面に位置する。固定ベースパッド９４ｏは、四隅
にベースプレート穴（不図示）を有する。アンカーボルト２８ｏのねじの切られた端部は
、固定ベースパッド９４ｏの穴（不図示）を通して配される。ベースナット３０ｏは、ア
ンカーボルト２８ｏの底が埋め込まれている床面に対して固定ベースパッド９４ｏをしっ
かりと保持するように固定ベースパッド９４ｏに締め付けられる。摺動ベースパッド９２
ｏの下面および／または固定ベースパッド９４ｏの上面は摩擦係数の低い材料の層を有し
てもよい。固定ベースパッド９４ｏは、収納ラックの面積を覆おうような大きさであり、
震動発生時に動いてもよい。
【００５８】
　地震などの震動が起こると、地面が動いて複数の方向に振動が起こる。アンカーボルト
２８ｏの底部が、これらが埋め込まれたコンクリートの床面にしっかりと支持され、ベー
スナット３０ｏが第２の据え付けプレート２４ｏおよび固定ベースパッド９４ｏを床面に
締め付ける。前述のように、第２の据え付けプレート２４ｏは震動発生の間、床面に対し
て横方向に振動し、エラストマー部品は横方向および縦方向の振動を吸収し、収納ラック
を震動発生により引き起こされる方向の振動から収納ラックを隔てるのに役立つ。支柱３
８は床面に固定されておらず、固定ベースパッド９４ｏに自由にスライドできる。結果と
して、収納ラック振動絶縁装置２０ｏは収納ラックシステムおよび収納ラックに収納され
たアイテムや材料に対する震動発生の効果を低下させる。エラストマー部品に蓄えられる
ポテンシャルエネルギーが、震動発生の終了時に収納ラックシステムを元の位置に戻そう
とする。
【００５９】
　収納ラック振動絶縁装置について図示し説明した実施形態は、たすき状の補強材９０ｏ
を収納ラック振動絶縁装置２０ｏから取り外せるよう構成される。言うまでもなく、収納
ラック振動絶縁装置を収納ラックの支柱システムおよび床面に取り付けるさまざまなその
他の手段や方法を示す上述の実施形態に加えて、収納ラック振動絶縁装置をたすき状の補
強材および床面に取り付ける他の方法を用いることができる。
【００６０】
　収納ラック振動絶縁装置２０ｏは、１対の支柱３８の間に用いられる収納ラック振動絶
縁装置２０ｏが１つだけであれば、たすき状の補強材９０ｏの長手方向のどこに配しても
よいが、収納ラック振動絶縁装置２０ｏは支柱から等距離の位置に配されることが好まし
い。
【００６１】
　また、言うまでもなく、振動絶縁装置の構成における変形も可能であり、本発明の想定
される範囲内にある。例えば、図２７にたすき状の補強材９０ｏに取り付けられた１つの
収納ラック振動絶縁装置２０ｏを有する収納ラック振動絶縁装置システムを示すが、言う
までもなく、１つ以上の収納ラック振動絶縁装置をたすき状の補強材に取り付けてもよい
。図２９に、別の実施形態による、２つの収納ラック振動絶縁装置２０ｐがたすき状の補
強材９０ｐに連結された収納ラック振動絶縁装置システムを示す。図２７に図示する実施
形態のように、収納ラック振動絶縁装置２０ｐは、たすき状の補強材９０ｐに沿って収納
ラック振動絶縁装置２０ｐが位置する場所にある対応する取り付け部材４６ｐを有する。
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先に説明した実施形態のように、言うまでもなく、収納ラック振動絶縁装置を収納ラック
の支柱システムに取り付けるさまざまなその他の手段や方法を示す上述の実施形態に加え
て、収納ラック振動絶縁装置をたすき状の補強材に取り付ける他の方法を用いることがで
きる。
【００６２】
　複数の積層されたエラストマー層２６ｑを有するエラストマー部品を持つ収納ラック振
動絶縁装置２０ｑについて、たすき状の補強材９０ｑに取り付けられた単一の収納ラック
振動絶縁装置２０ｑを図３０に示す。中間プレート７０ｑは、エラストマー層２６ｑの間
に配されて、接着剤で所定の位置に固定される。エラストマー層２６ｑと、第１の据え付
けプレート２２ｑ、中間プレート７０ｑ、および第２の据え付けプレート２４ｑとの間の
接着剤のみで適切な接合には十分であると考えられるが、延長ボルト（図１の２８ａ）の
ある角ワッシャ（図１の３２）などのワッシャ、またはその他の追加のクランプ機構を加
えることもできる。
【００６３】
　絶縁装置２０ｑの一実施形態では、１つのほぼ１／１６インチ（約０．１５９ｃｍ）厚
の中間プレート７０ｑによって分離された２つのほぼ１／２インチ（約１．２７ｃｍ）厚
のエラストマー層２６ｑを組み込むことができるが、さらに、その他の数または相対的な
厚みのエラストマー部材および中間プレートも可能であり、本発明の意図される範囲に含
まれると考えられる。収納ラック振動絶縁装置２０ｑは、図２８について説明されたのと
同様に、たすき状の補強材９０ｑに取り付けられる。たすき状の補強材９０ｑは、たすき
状の補強材９０ｑに沿って収納ラック振動絶縁装置２０ｑが設置される場所に対応して溶
接された、取り付け部材４６ｑを含む。言うまでもなく、この実施形態は、本明細書で説
明する他の実施形態のいずれかに類似の方法で、収納ラックシステムに取り付けることが
できる。
【００６４】
　図３０に、たすき状の補強材９０ｑに取り付けられた収納ラック振動絶縁装置２０ｑを
１つだけ有する収納ラック振動絶縁装置システムを示すが、言うまでもなく、１つ以上の
収納ラック振動絶縁装置をたすき状の補強材に取り付けてもよい。図３１には、たすき状
の補強材９０ｒに取り付けられた複数の積層されたエラストマー層２６ｒを有すエラスト
マー部品を持つ２つの収納ラック振動絶縁装置２０ｒを示す。
【００６５】
　言うまでもなく、図２７から３１に説明して示す低摩擦ベース９４ｏから９４ｒは、支
柱３８それぞれに対して独立した部品である必要はない。図３２に、たすき状の補強材９
０ｓに取り付けられた複数の積層されたエラストマー層２６ｓを有するエラストマー部品
を持つ２つの収納ラック振動絶縁装置２０ｓを備える収納ラック振動絶縁装置システムを
示す。収納ラック振動絶縁装置２０ｓは、支柱３８の下およびその間にわたって延びる固
定ベースパッド９４ｓに連結される。収納ラックシステムの支柱３８は、固定ベースパッ
ド９４ｓに配される摺動ベースパッド９２ｓに溶接される。固定ベースパッド９４ｓ自体
は、収納ラック振動絶縁装置２０ｓを介して床面に連結される。ベースプレート９２ｓの
下面および／または固定ベースパッド９４ｓの上面は、摩擦係数の低い材料の層を有して
もよい。固定ベースパッド９４ｓは、収納ラックが震動発生において運動することができ
る領域をカバーするような大きさとされている。言うまでもなく、この単一の固定ベース
パッド９４ｓは、支柱３８に固定ベースパッドが必要とされる変形例に適用可能である。
【００６６】
　言うまでもなく、図２７から３２に説明して示す摺動ベースパッド９４ｏから９４ｓは
、ボール軸受、ホイール、キャスターなど、支柱３８が地震活動の発生時にお収納ラック
振動絶縁装置システムに対して摺動もしくは摺動を支援する等価な構造で置き換える、ま
たは補完することができる。
【００６７】
　ある実施形態では、据え付けプレートおよびエラストマー部材の断面形状も収納ラック
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振動絶縁装置の安定性を制御するために用いられる。これによりさらに、実質的に１つの
水平方向に対するエラストマー部材の動きを制限する構造が作製される。図３３に、湾曲
した第１の据え付けプレート２２ｔおよび湾曲した上面７４ｔを有する第２の据え付けプ
レート２４ｔを有する収納ラック振動絶縁装置２０ｔを示す。エラストマー部材２６ｔは
、湾曲した第１の据え付けプレート２２ｔと第２の据え付けプレート２４ｔとの間に位置
し、第１および第２の据え付けプレート２２ｔおよび２４ｔに接着剤で接合される。エラ
ストマー部材２６ｔはまた、横または側方向の成分を含む力が第１のおよび／または第２
の据え付けプレート２２ｔおよび２４ｔに加えられると湾曲した第１の据え付けプレート
２２ｔおよび／または第２の据え付けプレート２４ｔの湾曲した上面７４ｔにより圧縮成
分がエラストマー部材２６ｔに加えられるように、湾曲した形状をしている。エラストマ
ー部材２６ｔが加えられた力を吸収して散逸させるので、湾曲した形状は収納ラック振動
絶縁装置２０ｔを図に示すように安定した直立位置に戻す傾向がある。したがって、据え
付けプレート２２ｔおよび２４ｔならびにエラストマー部品の特定の形状は圧縮成分を震
動発生時に全体的な安定性を向上させるのに用いられるようにする。
【００６８】
　第１の据え付けプレート２２ｔおよび第２の据え付けプレート２４ｔは横または側方向
に湾曲しているので、せん断剛性ＫＳｈｅａｒは同じ方向で増加する。したがって、図３
３の収納ラック振動絶縁装置２０ｔは、せん断剛性Ｋｓｈｅａｒを垂直軸（例：前後方向
）で影響を与えることなく、また絶縁装置２０ｔの全体的な圧縮剛性Ｋｃｏｍｐｒｅｓｓ

ｉｏｎを変化させることなく一方の軸に沿ってのみ増加させることが望ましい場合にとり
わけ有用である。実際には、収納ラック振動絶縁装置２０ｔは、実質的に１つの水平方向
に機能し、このような効果を有効利用するためにラックシステムに組み込まれるだろう。
【００６９】
　図３４に、支柱３８の底部に利用された図３３の収納ラック振動絶縁装置を示す。収納
ラックベース絶縁装置２０ｔは、溶接部３１ｔで支柱３８に溶接される。エラストマー部
品の構成は、運動を実質的に矢印１００で示す１つの水平方向に制限する。図３５に、収
納ラックシステムのたすき状の補強材９０ｔに利用されている、図３３の収納ラック振動
絶縁装置を示す。収納ラックベース絶縁装置２０ｔは、たすき状の補強材９０ｔに溶接さ
れている。エラストマー部品の構造は、運動を実質的に矢印１００で示す１つの水平方向
に制限する。
【００７０】
　図３６に、実質的に１つの水平方向に対するエラストマー部品の動きを制限する構造を
含む収納ラック振動絶縁装置２０ｕを示す。エラストマー部品は、安定性向上のための圧
縮成分を操作する複数の平坦な表面を有する。第１の据え付けプレート２２ｕは、上接触
面７６ｕ、第１の横接触面７８ｕ、および第２の横接触面８０ｕを含む。第２の据え付け
プレート２４ｕは、上位置決め面８２ｕ、第１の横位置決め面８４ｕ、および第２の横位
置決め面８６ｕを含む。エラストマー部材２６ｕは、第１および第２の据え付けプレート
２２ｕおよび２４ｕの間に配されて面７６ｕ、７８ｕ、８０ｕ、８２ｕ、８４ｕ、８６ｕ
のそれぞれに接着接合する。
【００７１】
　湾曲した第１の据え付けプレート２２ｕおよび／または第２の据え付けプレート２４ｕ
の上位置決め面８２ｕにより圧縮成分がエラストマー部材２６ｕに加えられるとき、下向
きおよび／または上向きの圧縮成分をエラストマー部材２６ｕにより吸収して散逸させる
ことができる。第１の据え付けプレート２２ｕの第１のもしくは第２の横接触面７８ｕも
しくは８０ｕまたは第２の据え付けプレート２４ｕの第１のもしくは第２の横位置決め面
８４ｕもしくは８６ｕにより横成分が加えられると、エラストマー部材２６ｕが加えられ
た力を吸収して散逸させるので、側面７８ｕ、８０ｕ、８４ｕ、および８６ｕとの接触に
より、エラストマー部材２６ｕが収納ラック振動絶縁装置２０ｕを図示するように安定し
た直立位置へ戻そうとし、これにより、横方向に加えられる圧縮成分を震動発生時に全体
的な安定性を向上させるのに用いることができる。
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【００７２】
　エラストマー部材２６ｕと第１および第２の横接触面７８ｕおよび８０ｕとの接触なら
びに第１および第２の横位置決め面８４ｕおよび８６ｕとの接触も、横または側方向のせ
ん断剛性Ｋｓｈｅａｒを増加する。したがって、収納ラック振動絶縁装置２０ｕも、せん
断剛性Ｋｓｈｅａｒを垂直軸（例：前後方向）で影響を与えることなく、また絶縁装置２
０ｕの全体的な圧縮剛性Ｋｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎを変化させることなく一方の軸に沿っ
てのみ増加させることができる。実際には、図３６の収納ラック振動絶縁装置と同様に、
収納ラック振動絶縁装置２０ｕは、実質的に１つの水平方向に機能し、このような効果を
有効利用するためにラックシステムに組み込まれるであろう。
【００７３】
　図３７に、支柱３８の底部に利用された図３６の収納ラック振動絶縁装置を示す。収納
ラックベース絶縁装置２０ｕは、溶接部３１ｕで支柱３８に溶接される。エラストマー部
品の構成は、運動を実質的に矢印１００で示す１つの水平方向に制限する。図３８に、収
納ラックシステムのたすき状の補強材９０ｕに利用された図３６の収納ラック振動絶縁装
置を示す。収納ラックベース絶縁装置２０ｕは、たすき状の補強材９０ｕに溶接されてい
る。エラストマー部品の構造は、運動を実質的に矢印１００で示す１つの水平方向に制限
する。
【００７４】
　収納ラック振動絶縁装置の地震の減衰効果を一方向にのみ制限することは、収納ラック
システムにおいて利点がある。その構成および設計上の性質により、多くの収納ラックシ
ステムは、通路方向により高い柔軟性があり、通路横断方向では著しく柔軟性に欠ける。
一方向の地震性の減衰を作り出すためのひとつの方法としては図３３から３８に説明する
振動減衰器の構造により提案されるものがある。別の方法としては、地震絶縁システムの
運動を機械的に制限するエラストマー部品の外側の構造を組み込むことである。基本的に
これは一方向の地震性の減衰システムとして機能する。このような改変によりさらに、人
がよく通る場所における収納ラック振動絶縁装置アセンブリに横方向の衝撃からの保護を
追加的に与えることができる。
【００７５】
　図３９に、支柱３８の底部に取り付けられた収納ラック振動絶縁装置２０ｖを示す。Ｕ
字形状の制限要素９５ｖは、制限要素９５ｖに平行な矢印１００で示す実質的に１つの水
平方向に収納ラック振動絶縁装置２０ｖの動きを制限する構造である。制限要素は実質的
に矢印１００に直交する方向の運動を制限するが、通路方向にいくらかの減衰を加える垂
直方向の運動の余地がある。言うまでもなく、収納ラック振動絶縁装置の他の数や種類の
組み合わせにおいて類似の変形例が同様に機能する。言うまでもなく、図３９に示す特徴
の中には説明されていないものがあるが、それは先に説明した実施形態と共通だからであ
る。言うまでもなく、これらの特徴は、一般に、実施形態を通じての形態および機能の類
似である。
【００７６】
　図４０に、たすき状の補強材９０ｗに取り付けられた収納ラック振動絶縁装置２０ｗを
示す。固定ベースパッド９４ｗは、収納ラック振動絶縁装置２０ｗを収容するＵ字形状の
トラフ（ｔｒｏｕｇｈ）に変更されている。修正された固定ベースパッド９４ｗはまた、
収納ラック振動絶縁装置２０ｗの運動を、修正された固定ベースパッド９４ｗに平行な矢
印１００で示す実質的に１つの水平方向に制限する構造として働く。制限要素は実質的に
矢印１００に直交する方向の運動を制限するが、通路方向にいくらかの減衰を加える垂直
方向の運動の余地がある。言うまでもなく、収納ラック振動絶縁装置の他の数や種類の組
み合わせにおいて類似の変形例が同様に機能する。言うまでもなく、図４０に示す特徴の
中には説明されていないものがあるが、先に説明した実施形態と共通のものであるためで
ある。言うまでもなく、これらの特徴は、一般に、実施形態を通じて形態および機能が類
似のものである。
【００７７】
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　図４１に、図３９の制限要素９５ｖの変形例を示す。制限要素９５ｘは、さらに収納ラ
ック振動絶縁装置２０ｘの上に曲げられており、収納ラック振動絶縁装置２０ｘの実質的
な垂直運動に対して追加的な支持を与える。同時に、制限要素は、矢印１００によって示
される収納ラック振動絶縁装置の運動に干渉しない大きさとなっている。制限要素９５ｘ
の端部はエラストマーまたはゴムなどその他の衝撃吸収材料でコートされて、震動発生時
に、振動絶縁装置２０ｘの垂直方向の衝撃の吸収を助けてもよい。制限要素は実質的に矢
印１００に直交する方向の運動を制限するが、通路方向にいくらかの減衰を加える垂直方
向の運動の余地はある。同様に、垂直方向にいくらかの減衰を加える収納ラック振動絶縁
装置が垂直方向に運動する余地がある。言うまでもなく、図４１に示す特徴の中には説明
されていないものがあるが、先に説明した実施形態と共通のものであるためである。言う
までもなく、これらの特徴は、一般に、実施形態を通じて形態および機能が類似のもので
ある。
【００７８】
　図４２に、収納ラック振動絶縁装置２０ｙの運動を制限する構造を組み込んだ別の実施
形態を示す。この実施形態において、固定ベースパッド９４ｙは、収納ラックの支柱３８
の下および間に延びる。２つの収納ラック振動絶縁装置２０ｙが、先に説明した取り付け
部材４６ｙでたすき状の補強材９０ｙに取り付けられている。ただし、この実施形態にお
いて、第１の据え付けプレート２２ｙは制限要素９７ｙがはめ込まれるスロットを形成す
るフランジである。第１の据え付けプレート２２ｙは、震動発生時に、振動絶縁装置２０
ｙの垂直方向の衝撃の吸収を支援するエラストマーコーティング９８ｙを有する。エラス
トマーコーティング９８ｙは、ゴムなど、どのような衝撃吸収材料であってもよい。震動
発生時に、制限要素９７ｙは、収納ラック振動絶縁装置２０ｙの水平運動を固定ベースパ
ッド９４ｙに平行な矢印１００で示す１つの水平方向に実質的に制限し、収納ラック振動
絶縁装置２０ｙの垂直運動も実質的に制限する。制限要素は実質的に矢印１００に直交す
る方向の運動を制限するが、通路方向にいくらかの減衰を加えるこの方向の運動の余地は
ある。同様に、垂直方向にいくらかの減衰を加える垂直方向における収納ラック振動絶縁
装置の運動の余地がある。言うまでもなく、図４２に示す特徴の中には説明されないもの
があるが、先に説明した実施形態と共通である。言うまでもなく、これらの特徴は、一般
に、実施形態を通じて形態および機能が類似している。
【００７９】
　図４３に、収納ラックシステムの支柱３８の底部に取り付けられた収納ラック振動絶縁
装置２０ｚ実施形態を示す。本実施形態においては、２つの第１の据え付けプレート２２
ｚおよび２つの第２の据え付けプレート２４ｚが床面に対して直交し、その間にエラスト
マー部品が延びる。この実施形態において、エラストマー部品は、支柱３８の両側に単一
のエラストマー部材２６ｚを有する。第１の据え付けプレート２２ｚはそれぞれ、支柱３
８の下方に延びる摺動ベースプレート９２ｚに取り付けられる。摺動ベースプレート９２
ｚは、それぞれ第２の据え付けプレート２４ｚが取り付けられた固定ベースプレート９４
ｚに配される。低摩擦軸受材料の層を固定ベースプレート９４ｚと摺動ベースプレート９
２ｚとの間に挟んでもよい。
【００８０】
　２つの第２の据え付けプレート２４ｚの構造および向きは、収納ラック振動絶縁装置２
０ｚの水平運動を２つの第２の据え付けプレート２４ｚに平行な矢印１００で示す実質的
に１つの水平方向に制限するよう働く。それにもかかわらず、エラストマー部品の性質上
、矢印１００に直交する方向でのある程度の圧縮により、この方向にある程度の減衰が与
えられる。
【００８１】
　図４３に示す実施形態は、収納ラックの支柱システムの下および隣接して配される収納
ラック振動絶縁装置を示す。ただし、この種の収納ラック振動絶縁装置のその他の構成も
可能である。図４４に、このような変形例を示す。この実施形態において、各収納ラック
振動絶縁装置２０ｚａは、２つの収納ラック支柱３８の間に溶接されたたすき状の補強材
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９０ｚａの両端に２組のエラストマー部品を備える。各エラストマー部品の第１の据え付
けプレート２２ｚａは、たすき状の補強材９０ｚａにボルトで取り付けられている。各エ
ラストマー部品の第２の据え付けプレート２４ｚａは、直交補強要素９６ｚａで固定ベー
スパッド９４ｚａに取り付けられている。固定ベースプレート９４ｚａは、各支柱３８の
間および下方に延びる。収納ラックシステムの支柱３８は、固定ベースパッド９４ｚａに
配された摺動ベースパッド９２ｚａに溶接されている。固定ベースパッド９４ｚａは、そ
れ自体が床面に連結されている。低摩擦軸受材料９９ｚａの層が、摺動ベースパッド９２
ｚａと固定ベースパッド９４ｚａとの間に挟まれている。固定ベースパッド９４ｚａは、
収納ラックが震動発生において運動することができる領域をカバーするような大きさとさ
れている。本実施形態においては、各エラストマー部品が３つのエラストマー部材２６ｚ
ａと２つの中間プレート７０ｚａを供える。エラストマー部品の構造および向きは、収納
ラック振動絶縁装置２０ｚａの水平運動を矢印１００により示される実質的に１つの水平
方向に実質的に制限するよう働く。それにもかかわらず、エラストマー部品の性質上、矢
印１００に直交する方向である程度圧縮されることによって、この方向においてある程度
減衰がもたらされる。
【００８２】
　図４５に、エラストマー部品がたすき状の補強材９０ｚｂの一方の側に連結され、スチ
ールブロック９８ｚｂがたすき状の補強材９０ｚｂの他方の側に連結された収納ラック振
動絶縁装置２０ｚｂの実施形態を示す。エラストマー緩衝器１０１ｚｂはスチールブロッ
ク９８ｚｂのたすき状の補強材９０ｚｂに隣接する側に取り付けられ、震動発生時に、ス
チールブロック９８ｚｂに対するたすき状の補強材９０ｚｂの衝撃を吸収する。エラスト
マー部品とスチールブロック９８ｚｂの構造および向きは、収納ラック振動絶縁装置２０
ｚａの水平運動を、矢印１００で示す実質的に１つの水平方向に制限するよう働く。ここ
でもまた、エラストマー部品の性質上、矢印１００に直交する方向である程度圧縮される
ことによって、この方向においてある程度減衰がもたらされる。
【００８３】
　図４６に、たすき状の補強材９０ｚｃの両側に収納ラック振動絶縁装置２０ｚｃのある
、別の実施形態を示す。収納ラック振動絶縁装置２０ｚｃの第２の据え付けプレート２４
ｚｃは、収納ラック振動絶縁装置２０ｚｃの水平運動を矢印１００により示される実質的
に１つの水平方向に制限するよう働く垂直部材９６ｚｃを有する固定ベースプレート９４
ｚに据え付けられている。収納ラック振動絶縁装置２０ｚｃの第１の据え付けプレート（
不図示）は、たすき状の補強材９０ｚｃに溶接された上プレート１０２ｚｃに連結されて
いる。この実施形態においては矢印１００に直交する方向の運動が実質的に制限されるが
、この方向の運動の余地はいくらかあり、通路方向にいくらかの減衰を加える。
【００８４】
上述のとおり、収納ラック振動絶縁装置は、絶縁装置の上部で収納ラックシステムに取り
付けられる必要はない。図４７に、２つの支柱３８の間と下方に延びる摺動ベースパッド
９２ｚｄの上部に、収納ラック振動絶縁装置２０ｚｄが摺動ベースパッド９２ｚｄに取り
付けられるように支柱３８が溶接されている地震振動システムを示す。摺動ベースパッド
９２ｚｄは、Ｕ字形状のトラフに形成されており、収納ラック振動絶縁装置２０ｚｄに横
からの衝撃からさらに保護するようにする。摺動ベースパッド９２ｚｄは、固定ベースパ
ッド９４ｚｄの上に配される。制限要素９７ｚｄは、収納ラック振動絶縁装置２０ｚｄの
上に配されてプレートスクリュー６２ｚｄで連結される。制限要素は、固定ベースパッド
９４ｚｄに溶接され、これにより、収納ラック振動絶縁装置２０ｚｄを床面に接続する。
【００８５】
　震動発生時に、制限要素９７ｚｄは固定されたままであるが、摺動ベースパッド９２ｚ
ｄは収納ラック振動絶縁装置２０ｚｄとともに制限要素９７ｚｄと固定ベースパッド９４
ｚｄとにより形成されたトンネル（ｔｕｎｎｅｌ）を摺動する。摺動ベースパッド９２ｚ
ｄは、そこに据え付けられる支柱３８を支持しながら、各振動サイクルの間、おおよそ収
納ラックシステムが動く程度まで固定ベースパッド９４ｚｄの端部の上に突き出る。地震
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が発生する前の通路への摺動ベースパッド９２ｚｄの突出は、摺動ベースパッド９２ｚｄ
、固定ベースパッド９４ｚｄ、および支柱３８の外側末端上の摩擦係数の低い軸受材料９
９ｚｄの拡張機能を最小化または取り除くことによって最小化することができる。制限要
素９７ｚｄの構造は、収納ラック振動絶縁装置２０ｚｄの水平運動を固定ベースパッド９
４ｚｄに平行な矢印１００によって示される実質的に１つの水平方向に制限するよう働き
、また収納ラック振動絶縁装置２０ｚｄの垂直運動を実質的に制限するよう働く。他の実
施形態と同様に、エラストマー部材２６ｚｄに蓄えられるポテンシャルエネルギーによっ
て、震動発生の終了時に収納ラックシステムを実質的に元の位置に戻すためにこれらを偏
らせる。摺動ベースパッド９２ｚｄと固定ベースパッド９４ｚｄとの間には、摺動ベース
パッド９１ｚｄが固定ベースパッド９４ｚｄ上を摺動するのを助ける、摩擦係数の低い軸
受材料９９ｚｄの層がある。
【００８６】
　前述の実施形態は全て、１つまたは２つの支柱だけでなく複数の支柱を含む収納ラック
システムに利用することができる。実際、上述のとおり、震動発生に対して収納ラックシ
ステムの適切な保護を確保するためには、収納ラックシステムの設計特性を考慮に入れな
ければならない。収納ラックシステム全体が、震動発生時に適切に保護されるように、既
存の収納ラックシステムを収納ラック振動絶縁装置ユニットで改良できる。収納ラックシ
ステムはまた、その組み立て中に設置される収納ラック振動絶縁装置を有するように設計
されてもよい。図４８から５０に、さまざまな収納ラックシステム取り付けられた収納ラ
ック振動絶縁装置を示し、収納ラックシステムを完成させる収納ラック振動絶縁装置の利
用を図示する。収納ラックシステムのその他の構成および設計も同様に働く。
【００８７】
　図４８に、各支柱との下端と床面に取り付けられた収納ラック振動絶縁装置２０ｚｅを
有する収納ラックシステムを示す。図４９に、収納ラックシステムの支柱３８の間に取り
付けられた収納ラック振動絶縁装置２０ｚｆを有する６本の支柱を有する収納ラックシス
テムを示す。収納ラック振動絶縁装置２０ｚｆは、１対の支柱３８の間のたすき状の補強
材９０ｚｆに取り付けられている。システム中の各支柱は摺動ベースパッド９２ｚｆに溶
接されており、支柱が摺動できる固定ベースパッド９４ｚｆ上に位置する。図５０は、支
柱３８の間に設置された収納ラック振動絶縁装置２０ｚｇを有する８本の支柱を伴った、
収納ラックシステムを示す。この場合、収納ラック振動絶縁装置２０ｚｇは上記の実施形
態であり、収納ラックシステムの通路横断方向すなわち収納ラックが硬化する方向に対応
する実質的に１つの水平方向の運動に機械的に制限される構造を備える。言うまでもなく
、図４８から５０に示される収納ラック振動絶縁装置の特定の実施形態を例として示し、
先に説明した収納ラック振動絶縁装置のいずれの実施形態、または実施形態の組み合わせ
も等しくうまく機能する。
【００８８】
　すでに述べたように、収納ラックシステムは通路方向よりも通路横断方向に柔軟性が低
いため、エラストマーは少なくとも通路横断方向に収納ラックシステム全体の固有周波数
を下げるよう選択されなければならない。最大負荷容量が約４０，０００ポンド（約１．
８１×１０５ｋｇ）のより柔軟性の低い通路横断方向に２つの支柱が３列ある収納ラック
システムにおいて、収納ラックシステム全体についてトータルのせん断剛性が約１，６０
０ポンド／インチ（約２８５６０ｋｇ／ｍ）の収納ラック振動絶縁装置システムでは、ピ
ークからピークまでの距離の合計が約１０インチ（約２５．４ｃｍ）の支柱がそれらの静
止位置から約５インチ（約１２．７ｃｍ）運動することを可能にし、収納ラックの固有周
波数が通路横断方向に約０．６Ｈｚに低減されると計算されている。
【００８９】
　このような振動分離システムは、収納ラックシステムに設置された複数の収納ラック振
動絶縁装置ユニットを含む。収納ラック振動絶縁装置ユニットの数は、収納ラック振動絶
縁装置の特定の設計により実現可能な剛性特徴に依存する。６本の支柱と各支柱の下に設
置された収納ラック振動絶縁装置設置を備える４０，０００ポンド（約１．８１×１０５
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ｋｇ）の収納ラックシステムについて、適切な結果を得るためには、収納ラック振動絶縁
装置は、各支柱について約２７０ポンド／インチ（約４８１９．５ｋｇ／ｍ）の静的せん
断剛性を有することが計算されている。４本の支柱と各支柱の下に設置された収納ラック
振動絶縁装置設置を備える４０，０００ポンド（約１．８１×１０５ｋｇ）の収納ラック
システムにおいて、適切な結果を得るためには、各収納ラック振動絶縁装置は各支柱につ
いて約４００ポンド／インチ（約７１４０ｋｇ／ｍ）の静的せん断剛性を有しなければな
らない。
【００９０】
　より柔軟性の低い通路横断方向に２本の支柱を３列有する４０，０００ポンド（約１．
８１×１０５ｋｇ）の収納ラックシステムについて試験を行った。このシステムにおいて
、より柔軟性の低い通路横断方向の２本の支柱の各列の間に２つの収納ラック振動絶縁装
置が設置される。各収納ラック振動絶縁装置は、約２７０ポンド／インチ（約４８１９．
５ｋｇ／ｍ）の静的せん断剛性を有していた。収納ラックシステムの支柱の数により、使
用可能な収納ラック振動絶縁装置ユニットの数を制限するものではない。支柱の間に場所
があるならば、適切な結果を実現するために、追加的な収納ラック振動絶縁装置ユニット
を設置することができる。
【００９１】
　ブチルゴム（ＡＳＴＭ　Ｄ２０００　４ＡＡ　４１５　Ａ１３　Ｚ１）からなり４０デ
ュロメーターの剛性および約０．４の損失係数を有するエラストマー部品が、収納ラック
振動絶縁装置ごとに約５，０００ポンド（約２，２６８ｋｇ）までの設計最大負荷を有す
る収納ラックシステムに用いて適切であることがわかっている。ブチルゴム（ＡＳＴＭ　
Ｄ２０００　４ＡＡ　６１５　Ａ１３　Ｚ１）からなる約６０ュデュロメーターおよび約
０．４５の損失係数を有するエラストマー部品は、収納ラック振動絶縁装置ごとに約５，
０００ポンド（約２，２６８ｋｇ）から約１０，０００ポンド（約４，５３６ｋｇ）まで
の間の設計最大負荷を有する収納ラックシステムに用いて適切であることがわかっている
。各種の設計のさまざまな設計負荷範囲を有する収納ラックについてのエラストマー部品
の最適な特性を決定するために、さらに試験を行う必要がある。
【００９２】
　本発明は幾つかの好適な実施例に関して述べている。多くの改良および変更が、先行す
る明細書を読み、理解することで他の実施例を生じさせ得る。本発明は、追加された請求
項の範囲、またはこれらの請求項と同等の範囲に含まれている限り、全てのこのような変
更および改良を含んで作成されることを目的とする。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】収納ラックの支柱の底部へ溶接された収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図２】図１の収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図３】図１の収納ラック振動絶縁装置の上面図である。
【図４】図１の収納ラック振動絶縁装置の前部および部分的な断面図である。
【図５】ラックの支柱の底部に溶接された収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図６】ラックの支柱の底部に溶接された収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図７】ラックの支柱の底部に溶接された収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図８】図７の収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図９】振動絶縁装置の一部となる支柱のベースに溶接された支柱の底部にある収納ラッ
ク振動絶縁装置の斜視図である。
【図１０】図９で示す収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図１１】ラックの支柱の底部が溶接されているベースのプレートによって固定される収
納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図１２】図１１で示す収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図１３】収納ラックの支柱の底部に溶接されたベースのプレートを固定する、他の収納
ラック振動絶縁装置の斜視図である。
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【図１４】図１３で示す収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図１５】収納ラックの支柱の底部に溶接されたベースのプレートを固定する、他の収納
ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図１６】図１５で示す収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図１７】収納ラックの支柱の底部に溶接されたベースのプレートを固定する、他の収納
ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図１８】図１７で示す収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図１９】収納ラックの支柱の底部に溶接されたベースのプレートを固定する、他の収納
ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図２０】図１９で示す収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図２１】収納ラックの支柱の底部に溶接されたベースのプレートを固定する、他の収納
ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図２２】図２１に示す収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図２３】収納ラックバイブレータの製作に利用された構造の側面の部分的な図である。
【図２４】収納ラック振動絶縁装置の製作に利用された構造の側面の部分的な図である。
【図２５】収納ラックの支柱の底部に溶接されたベースのプレートを固定する、他の収納
ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図２６】図２５で示す収納ラック振動絶縁装置の分解図である。
【図２７】２本の収納ラックの支柱の間でたすき状の補強材の底部を溶接し、床に取り付
ける収納ラック振動絶縁装置の他の収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図２８】たすき状の補強材に接続された収納ラック振動絶縁装置を示す図２７の一部の
分解図である。
【図２９】収納ラックの支柱の間でたすき状の補強材の底部を溶接し、床に取り付ける２
台の収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図３０】２本の収納ラックの支柱の間でたすき状の補強材の底部を溶接し、床に取り付
ける収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図３１】収納ラックの支柱の間でたすき状の補強材の底部を溶接し、床に取り付ける２
台の収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図３２】２本の収納ラックの支柱の間に延設され、床に設置された固定ベースパッドを
持つ、別の収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図３３】収納ラック振動絶縁装置の製作に利用される他の構造における側面の部分的な
図である。
【図３４】収納ラックの支柱の底部に設置される図３３に記述された構造の用途を示す斜
視図である。
【図３５】２本の収納ラックの支柱の間にたすき状の補強材の底部に設置される、図３３
に記述された構造の用途を示す斜視図である。
【図３６】収納ラック振動絶縁装置の製作に利用される構造における側面の部分的な図で
ある。
【図３７】収納ラックの支柱の底部に設置される図３６に記述された構造の用途を示す斜
視図である。
【図３８】２本の収納ラックの支柱のたすき状の補強材の底部に設置される図３６に記述
された構造の用途を示す斜視図である。
【図３９】収納ラックの支柱の底部に設置される他の収納ラック振動絶縁装置の斜視図で
ある。
【図４０】収納ラックの支柱の間でたすき状の補強材の底部に設置し、床に取り付ける２
台の収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図４１】ラックの支柱の底部に設置される他の収納ラック振動絶縁装置の斜視図である
。
【図４２】収納ラックの支柱の間でたすき状の補強材の底部に設置し、床に取り付ける２
台の収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
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【図４３】ラックの支柱の底部に設置される他の収納ラック振動絶縁装置の斜視図である
。
【図４４】収納ラックの支柱の間でたすき状の補強材の底部に設置し、床に取り付ける２
台の収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図４５】収納ラックの支柱の間でたすき状の補強材の底部に設置し、床に取り付ける２
台の収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図４６】収納ラックの支柱の間でたすき状の補強材底部に設置し、床に取り付ける２台
の収納ラック振動絶縁装置の斜視図である。
【図４７】２台の収納ラック振動絶縁装置の斜視図であるが、２本の収納ラックの支柱の
間に延設された、摺動するペースパッドに取り付けによって収納ラックに設置され、そし
て、固定されたベースパッドに振動絶縁装置を接続する拘束要素の取り付けによって床に
設置される。
【図４８】収納ラックシステムの各々の支柱の底部を溶接した収納ラック振動絶縁装置を
備えた収納ラックシステムの斜視図である。
【図４９】一組の支柱に接続するたすき状の補強材に収納ラックシステムに取り付けた、
収納ラック振動絶縁装置を備える収納ラックシステムの斜視図である。
【図５０】一組の支柱に接続するたすき状の補強材に収納ラックシステムに取り付けた、
収納ラック振動絶縁装置を備える収納ラックシステムの斜視図である。
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